
＜「規制・制度改革に係る対応方針」等への対応について＞
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１．見直しの具体的な内容

（１）年限の弾力化

○ 現行は、許可の有効期間は最長２年間とされているため、例えば、日本の医学部の大学院（一般に４
年課程）に留学したとしても、十分な臨床教育を受けられない可能性がある。

○ このため、医療分野の国際交流の進展等により一層寄不する観点から、正当な理由（医学部の大学院
に在学中 等）があると認められる範囲（最長２年間）で、許可の有効期間の延長を認めることとする。

※ 大学院に在学中の者については、在学中の期間に限り、再延長（最長２年間）を認めることとする。
※ 歯科医師については、医師と同様の見直しを行うこととする。また、看護師等については、正当な理由があると認められる場合

に限り、現行の許可の有効期間（１年間）を最長１年間延長することができることとする。

（２）手続・要件の簡素化

○ 臨床修練制度は制度施行（昭和６２年）から２０年以上が経過し、この間、受入病院において、外国
の医師の受入れに関するノウハウの蓄積、外国の医師の能力等を主体的に確認する仕組みの整備等が進
められているが、一方、当事者からは「手続が煩雑」「要件が厳し過ぎる」等の指摘もなされている。

○ このため、制度運用の実態に沿って、受入病院の責任において、①外国の医師の能力水準、②適切な
指導体制、③医療事故等が発生した際の賠償能力、を確保する仕組みに改めるとともに、厚生労働大臣
が関不する手続・要件を簡素化する方向で見直しを行うこととする。

【見直しの具体的内容】
◆ 厚労大臣による指導医認定制度を廃止（外国の医師の語学能力に適した指導医を受入病院が選任）
◆ 受入病院と緊密な連携体制が確保されている病院・診療所における臨床修練の実施を許容
◆ 丌適切な事例が発覚した場合の対応（立入検査、法令違反の事実の公表等）を整備

○ また、入国後速やかに臨床修練を開始できるようにするため、入国前でも臨床修練の許可を受ける
ことができるよう整備することとする。

外国医師の臨床修練制度の見直しについて
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（３）教授・臨床研究における診療の容認

○ 現行は、医療研修を目的として来日した外国の医師に限って診療を行うことが認められているが、
今後、医療分野における国際交流が進む中で、例えば、高度な医療技術を有する外国の医師が、その
技術を日本の医師に対して教授するために来日するケースや、海外のトップクラスの研究者が、日本
の研究者と共同して国際水準の臨床研究を実施するために来日するケースも想定される。

○ このため、教授・臨床研究を目的として来日する外国の医師について、当該外国の医師や受入病院
が一定の要件を満たす場合には、診療を行うことを容認することとする。具体的な要件については、
教授・臨床研究の安全かつ適切な実施を確保する観点から、以下のとおりとすることとする。

２．見直しに当たっての留意点

○ 詳細な制度設計については、広く関係者の御意見をお聞きした上で決定することとする。

○ 今回の見直しは、外国の医師免許を日本の医師免許として認めるものではなく、あくまで一定の目的
の場合に医師法の特例を認めるものである点に十分留意することとする。

教授・臨床研究 臨床修練

外国における
臨床経験

・ 教授・臨床研究に関連する診療科・診療分野に
おける10年以上の診療経験があること

・ 教授・臨床研究の実施に必要な卓越した水準の
診療・研究能力を有するものと認められること

・３年以上の診療経験があること

受入病院の
基準

・ 大学病院、特定機能病院、国立高度専門医療
研究センター 等

・ 大学病院、臨床研修病院、その他の臨床研修病院
と同等の教育体制を有する病院

責任者の選任
・ 受入病院が実施責任者を選任
・ 実施責任者が計画書を作成。計画書に従って

適切に実施されるよう管理。

・ 受入病院が指導医を選任
・ 指導医が実地に指導監督

説明責任
・ 計画書の公表
・ 外国の医師の氏名、実績等の院内掲示

・ 外国の医師の氏名等の院内掲示

実施可能な
業務の範囲

・ 教授・臨床研究に関連する診療
（処方せんの交付を除く。）

・ 制限無し
（処方せんの交付を除く。）

実施可能な
場所

・ 受入病院
（緊密な連携体制を確保する病院を含む。）

・ 受入病院
（緊密な連携体制を確保する病院・診療所を含む。）
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